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拝啓  

春爛漫のみぎり、皆様におかれましては益々ご繁栄のこととお 

慶び申し上げます。平素は私共髙田総合会計事務所に格別のご高 

配を賜り、厚く御礼を申し上げます。誠にありがとうございます。 

早春のイベントでございます確定申告も、3月 15 日を以て無事 

に終えることができました。皆様方にも資料の早期提出にご協力を 

賜り誠にありがとうございました。職員一同、重ねて御礼を申し 

上げます。 

 

 さて、いよいよ新年度を迎えました。一つの節目として、新たな気持ちで目標を掲げられる方も

多いのではないでしょうか。新社会人の当時を思い起こし、再度フレッシュな気持ちで計画をする

のもこの時節ならではの楽しみです。 

私共の事務所でも、先日の朝礼時に時間管理について話をしました。スケジューリングの大切さ

は皆様ご承知の通りかと存じます。私が話したのは、精神論ではないですが、時間配分の前提の心

構えについてです。 

 

１日２４時間というのは、すべての人に平等です。ただ、時間の配分は人によって様々です。経

営者として仕事の時間配分を考えると、一番大切なのは、新たな付加価値を創造するための時間で

す。お客様満足度を上げるということは、常にお客様に喜んでいただける商品やサービスを創造し、

提供し続けることです。そのためにより多くの時間を価値創造に割くというのは当然のことです。 

 

しかし、新たな価値創造よりも、現状維持と問題解決に割く時間の方が多くなっているケースが

意外に多いと思います。 

これを意識して 

現状維持・問題解決に割く時間 ＜ 新しい価値創造に割く時間 
に変えて行くことが大切だと思います。 

 現状維持・問題解決をおろそかにするのではなく、経営者にしかできない仕事を理解把握し、そ

こに時間を割くことが５年、１０年先の事業を創ることだと職員に伝えました。 

 

おかげさまで、髙田総合会計事務所は平成 28 年度に創業 65 周年を迎えることができます。社会

環境の変化や業界の変化に目を向け、新たな価値創造に向かって自己研鑚するとともに、後進の育

成にも取り組んで参ります。皆様に、より一層安心してご満足いただける事務所を創って参る所存

でございます。新年度も何卒ご指導、ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます。           

                                      敬具 

 

                                髙田総合会計事務所 

                                副所長 髙田 直浩 



 

今年も無事に確定申告が完了しました。早期の資料準備にご協力頂き、ありがとうございました。 

気付けばすっかり春の陽気で桜が満開！ということで所員が撮影した桜のベストショットをご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（左上から時計回りに）①京都府庁にて。当所のイケメンチームでお花見です。②織田信長を祀る建勲神社にて。 

③京都御所と言えば、近衛桜！空の青と桜の白が見事なコントラストです。④堀川通りの桜の花びらがピンクのラ

インになっていて綺麗です。⑤東寺の夜桜ライトアップで撮影。幻想的な美しさに圧倒されました！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    雇用保険の料率が引き下げられました 

【一般の事業】 労働者負担：0.4％ 事業者負担 0.7％ 

【建設の事業】 労働者負担：0.5％ 事業者負担 0.9％ 

　　　                                                     は負担減　　　　　　は負担増

ジュニアNISA 未成年者名義の投資は年間80万円まで配当・売却益にかかる税が非課税

小規模企業共済制度改正 一定の共済事由について受け取れる共済金額がアップ　など

豊かな森を育てる府民税 京都府の個人住民税均等割に左記府民税が600円上乗せ

軽自動車税 二輪車に対する税額が1.5～2倍にアップ

空き家売却の所得税 相続した空き家の土地・建物売却で譲渡所得から3,000万円まで控除

国民年金保険料 保険料が月15,590円⇒16,260円にアップ

保育園、幼稚園の保育料 年収360万円未満の世帯で保育料負担を軽減

大病院の受診 紹介状無しで受診すると初診で5,000円、再診で2,500円以上の追加負担

電力の小売り全面自由化 一般家庭でも電力会社を自由に選べるように

たばこ値上げ 日本たばこ産業が「メビウス」など10～50円値上げ

アイス値上げ 「ガリガリ君」「あずきバー」がともに60円⇒70円に値上げ
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